
 

「行政書士法人の手引」における定款記載例について（平成 29年 2月 17日） 

  

行政書士法施行規則一部改正に伴い、次の通り行政書士法人定款記載例が変更となります。 
 

 

【改正前】 

（目的） 第２条 

一～七（略） 

八 出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項、第十九条第二項、第十九条の二第一項、第二 

十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項（第二十二条の三 

において準用する場合を含む。）及び第二十六条第一項に規定する申請に関し申請書、資料及 

び書類の提出並びに書類の提示を行う業務 

九～十（略） 

 

 

 

【改正後】 

（目的） 第２条 

一～七（略） 

八 出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項、第十九条第二項、第十九条の二第一項、第十 

九条の十一第一項及び第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項及び第三項、第 

二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項（第二十二条の 

三において準用する場合を含む。）並びに第二十六条第一項の規定による申請、同法第十九条 

の十第一項の規定による届出並びに同法第十九条の十第二項（第十九条の十一第三項、第十九 

条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。）、第二十条第四項第 

一号（第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。）、第二十二 

条第三項（第二十二条の二第四項において準用する場合を含む。）、第五十条第三項及び第六十 

一条の二の二第三項第一号の規定により交付される在留カードの受領に係る業務並びに日本国 

との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律 

第七十一号）第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第三項の 

規定による申請、同法第十一条第一項の規定による届出並びに同法第十一条第二項（第十二条 

第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。）の規定により交 

付される特別永住者証明書の受領に係る業務並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との 

平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等 

の法律（平成二十一年法律第七十九号）附則第十六条第一項、第二十八条第三項及び第二十九 

条第一項の規定による申請、同法附則第十六条第三項、第二十七条第五項、第二十八条第四項 

及び第二十九条第三項の規定により交付される在留カード又は特別永住者証明書の受領に係る 

業務 

九～十（略） 


